
近江八幡市
避難行動要支援者支援制度・
個別避難計画の取り組みについて

令和５年１０月１７日（火） 福祉専門職向け研修会

近江八幡市福祉保険部

福祉政策課 政策調整グループ
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資料３



説 明 内 容

1.避難行動要支援者支援制度とは
2.避難行動要支援者名簿について
3.個別避難計画について

• 個別避難計画とは
• 防災と保健・福祉の連携促進モデル（滋賀モデル）
• 近江八幡市 個別避難計画作成推進の取り組み方針
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災害時、または災害が発生する恐れがある場合に、
自力で避難することが難しい方を対象に、
地域の助け合いの力で、安全に避難できるようにする
ための制度。

１．避難行動要支援者支援制度とは

3※ 必ず助けることを保証するものではありません。



避難行動要支援者

自治会
民生委員児童委員
自主防災組織

など

市役所
（福祉政策課
・関係課）

・連絡網の作成
・災害時の声かけ
・日頃から顔の見える関係を
つくる
・支援体制の整備

・名簿の提供、更新による
差替え

・災害時の安否確認など
の協力依頼

・制度への登録勧奨
・情報提供への同意
・登録内容の確認

（年１回）自助

共助 公助
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２０１１（平成２３）年東日本大震災の影響
•全体の死者数のうち、高齢者（６５歳以上）が約６割

•障がい者の死亡率は、全体の死亡率の約２倍

•消防職員・消防団員・民生委員など多くの支援者も被災者に

２０１３（平成２５）年災害対策基本法の改正
市町村での避難行動要支援者名簿の作成が義務となる
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制度創設の背景



制度対象者

①要介護3以上の人

②身体障害者手帳1・2級の人および、車いす利用の3級の人

③療育手帳A判定の人

④難病患者および要介護1・2、身体障害者手帳、
療育手帳保持者で上記の1から3に準ずる状態にある人など

※ペースメーカー、人工透析利用者、施設入所・長期入院している人を除く。
※条件に該当しない方であっても、登録することができます。 6



登録申請書兼同意書

☑同意します

避難支援者等関係者へ情報提供。

☑同意しません

災害時のみ避難支援者等関係者へ情報提供。

☑制度に該当しません

避難行動要支援者登録名簿に登録しない。
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• 登録を希望される方が「申請書兼同意書」を市（福祉政策
課）に提出していただくと、避難行動要支援者名簿に登録
します。

• 本人の同意に基づき、災害時の地域の避難支援体制づく
りに役立てていただくため、地域の避難支援等関係者へ
情報提供します。

• 名簿の内容は２～３カ月ごとに更新します。

自治会長、民生委員・児童委員、
自主防災組織の代表者

２．避難行動要支援者名簿について
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・申請書兼同意書に記載されている内容を記載します。

情報提供している避難行動要支援者名簿（イメージ）
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• 避難行動要支援者名簿に記載されている内容をもとに、
安否確認や、必要な避難支援に活用します。

• 登録時に「平常時からの情報提供」
には同意されていない場合も、
災害時には、地域の避難支援関係者と
情報共有する場合があります。
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もし、災害が起こったら…



３．個別避難計画について

避難の実効性についての課題
•避難行動要支援者名簿は、約９９％の市町村で作成

• ２０１９（令和元）年東日本台風１９号では犠牲者のうち、

高齢者の占める割合が約６５％

• ２０２０（令和２）年７月九州北部豪雨では約７９％

２０２１（令和３）年災害対策基本法改正
個別避難計画の作成が市町村の努力義務に
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個別避難計画の内容

氏名

生年月日

性別

住所又は居所

電話番号・連絡先

避難支援等を必要とする理由

避難支援等実施者の氏名・住所・電話番号

避難場所および避難経路に関すること

災害対策基本法第49条の14第3項

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 より

どのような支援が
必要か

どこに誰が支援して
避難すればよいか

一人ひとりちがう
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防災と保健・福祉の
連携促進モデル
（滋賀モデル）13



防災と保健・福祉の連携促進モデル（滋賀モデル）
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防災と保健・福祉の連携促進モデル（滋賀モデル）
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防災と保健・福祉の連携促進モデル（滋賀モデル）
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17
防災と保健・福祉の連携促進モデル（滋賀モデル）



防災と保健・福祉の連携促進モデル（滋賀モデル）
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防災と保健・福祉の連携促進モデル（滋賀モデル）
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防災と保健・福祉の
連携促進モデル
（滋賀モデル）20



滋賀モデルについて詳しく知るには…

令和４年１２月１３日

「保健・福祉専門職を対象とする防災力向上研修会」

（滋賀県防災危機管理局主催）
過去の災害教訓と専門職が日頃から備えておくべきこと

個別避難計画の制度概要と取り組み

災害リスクの確認方法と避難

個別避難計画作成における福祉専門職の役割・専門職との連携について

現在、県では、福祉専門職を対象とした動画を作成中

資料等は滋賀県のホームページに掲載
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/319439.html
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個別避難計画の作成に関わる方

本人・家族

行政

福祉専門職（ケアマネ・相談支援専門員等）

地域の
避難支援等関係者

本人の状況をよく知る方
災害時のケア継続のため
にも協力

災害リスクなどの情報
避難所などの体制整備

地域の特性の把握
日頃からの関係づくり
・防災訓練などの取組み

本市作成（地域説明用）
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近江八幡市
個別避難計画作成 これまでの主な取り組み

①令和２年度 寝たきり等の重度者の抽出

②令和３年度 重度障がいのある方２名をモデルケースと
して計画作成

③人工呼吸器を使用する難病患者の計画作成（保健所）

④地域の自発的な取り組みによる計画作成
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近江八幡市
個別避難計画作成推進の取り組み方針（R5.10時点）

行政・福祉専門職による優先度が高い方の計画作成

要支援者の心身の状況、居住の状況、ハザード（災害リスク）の状
況によって優先度を検討

優先度が高い方について、行政より福祉専門職に協力依頼

避難行動要支援者名簿を活用した

本人・地域による計画作成

地域への出前講座→啓発・協力依頼

平常時から支援に関わる福祉専門職や行政も必要に応じて連携

両輪での取り組みによ
り、より多くの方の計
画作成を目指します
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個別避難計画を作成する場合に、誰と一緒に考えたり、相
談したいですか？

令和4年12月実施 避難行動要支援者へのアンケートより
対象者1,567名のうち、「同意」登録者で回答があった725名分の回答から

家族・親族

地域避難支援

等関係者
福祉専門職

586

245 294

262

113
71

140

29
32 54

その他のみ 4
未回答 20

自治会長、民生委
員・児童委員、自
主防災組織の合
計

725名
（同意）
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行政・福祉専門職による優先度が高い方の計画作成STEP

STEP1 優先作成対象者の抽出（行政）

STEP2 優先作成対象者への本人同意確認（行政）

STEP3 担当の福祉専門職への依頼（行政→福祉専門職）

STEP4 チェックシートの作成・提出（福祉専門職→行政）

STEP5
優先度がさらに高い方から順に計画の作成
（福祉専門職・本人・家族・支援関係者）

STEP6
（必要に応じ）地域の避難支援等関係者への連携・調整
（行政・福祉専門職・本人・家族→地域）

STEP7
完成した計画の提出・関係者での共有
（福祉専門職・本人・家族・支援関係者・地域・行政）

STEP8 報酬の支払い（行政→福祉専門職）
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本人・地域による計画作成のSTEP

STEP１

事前準備

STEP２

対象者

の確認

STEP３

聞き取り

計画作成

STEP4

計画の提出

・共有

• 「マイ・タイムライン」と「地域のタイムライン」の作成
• 避難訓練の実施
• 計画の見直し・更新

さらなる取組みが可能な場合

計画作成の過程において、福祉専門職の協力が必要な場
合、本人や地域の避難支援等関係者から相談や、協力の
依頼が入る可能性があります。
可能な範囲でご協力をお願いします。 27


